
国
の
審
議
会
及
び
独
立
行
政
法
人
の
情
報
公
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
一 
国
の
行
政
に
お
い
て
は
、
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
図
り
、
も
っ
て
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
国
民
に

説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
的
確
な
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的
な
行
政
を
推
進
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
で
国
の
審
議
会
の
運
営
及
び
独
立
行
政
法
人
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。 

１ 

「
中
央
省
庁
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針
」（
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
、
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
決
定
）
の
「
審
議
会
等
の
運
営
に
関
す
る

指
針
」（
以
下
、「
運
営
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、「
特
段
の
理
由
に
よ
り
会
議
及
び
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
す
る
と

と
も
に
、
議
事
要
旨
を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
特
段
の
理
由
」
の
事
例
お
よ
び
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
お

示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
「
委
員
に
よ
る
自
由
か
つ
公
平
な
立
場
か
ら
の
審
議
を
確
保
す
る
こ
と
」
は
非
公
開
と
す
る
「
特
段
の
理
由
」
に
該
当
し
な
い
と

考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
さ
ら
に
、
運
営
指
針
に
は
「
会
議
又
は
議
事
録
を
速
や
か
に
公
開
す
る
こ
と
を
原
則
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
速
や
か
」
と

し
て
許
容
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。 

２ 

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
法
律
第
百
四
十
号
）
第
五
条
第
三
号
に
お
い
て
、
「
審
議
、
検

討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
」

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
不
開
示
と
し
て
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
」
の
事
例
及
び
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
具
体
的

か
つ
網
羅
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。 

 二 

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
に
お
い
て
、
大
規
模
林
道
工
事
の
実
施
に
伴
う
環
境
へ
の
影
響
の
予
測
・
評
価
及
び
保
全
措
置
を
専
門
的
、
学
術
的
な
見
地
か

ら
検
討
を
行
う
と
さ
れ
る
、
緑
資
源
幹
線
林
道
大
朝
・
鹿
野
線
戸
河
内
・
吉
和
区
間
（
二
軒
小
屋
・
吉
和
西
工
事
区
間
）
環
境
保
全
調
査
検
討
委
員
会
（
以
下
、

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。 

１ 

委
員
会
は
非
公
開
に
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
法
的
根
拠
は
何
か
。 

２ 

委
員
会
を
公
開
す
る
こ
と
は
専
門
的
、
学
術
的
な
見
地
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
委
員
会
設
置
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

３ 

委
員
に
よ
る
自
由
か
つ
公
平
な
立
場
か
ら
の
審
議
を
確
保
す
る
た
め
と
し
て
委
員
会
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
に
よ
る
委
員
の
保
護
利
益
と
、
国
民
の
的
確

な
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的
な
行
政
を
推
進
す
る
た
め
に
委
員
会
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
る
国
民
の
利
益
を
比
べ
た
場
合
、
国
民
の
「
知
る

権
利
」
で
あ
る
後
者
が
優
先
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

４ 

委
員
会
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
議
事
内
容
の
透
明
性
向
上
の
観
点
か
ら
、
国
の
審
議
会
に
準
じ
た
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。
運
営
指
針
に
も
「
会
議
又

は
議
事
録
を
速
や
か
に
公
開
す
る
こ
と
を
原
則
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
委
員
会
に
つ
い
て
も
会
議
を
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


